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はじめに

名　　称：太宰府市歴史的風致維持向上計画

策定主体：太宰府市

計画期間：平成 22 年度から令和 4年度まで

１　計画策定の背景～太宰府市の歴史文化をいかしたまちづくりの取り組み

　太宰府市はおよそ 1300 年前に「大宰府」（オオミコトモチノツカサ）が置かれたことで知ら

れ、以来、「遠の朝廷」として九州島を管轄し、外交の窓口であり対外防備の前線であった。

現在は福岡都市圏にあり、歴史と自然豊かな住宅都市として発展している。太宰府天満宮や都

府楼跡などの名所・旧跡も豊富で、特に天満宮の門前は多くの参詣者が訪れている。

　平成 23 年に策定された第五次太宰府市総合計画では、「歴史とみどり豊かな文化のまち」を

将来像に描くとともに、まちづくりの理念として「太宰府らしさを活かしたまちづくり」を推

進することとし、市内のどこでも歴史や文化を感じることができるまちを目指した「まるごと

博物館（まちぐるみ歴史公園）」構想のもと、歴史文化をいかしたまちづくりに取り組んでい

る。平成 17 年には九州国立博物館が開館し、新たな歴史文化の拠点が形成された。

　また本市は、平成 17 年に「太宰府市文化財保存活用計画」を策定し、市民が主体となった歴

史文化をいかしたまちづくりに取り組んでいる。同計画では、市民が将来の世代に伝え守りた

い太宰府固有のストーリーとそのストーリーの構成要素である文化遺産、さらに文化遺産を保

存活用（育成）する市民活動を合わせて太宰府市民遺産と定義した。平成 20 年度には、文化庁

が実施する文化財総合的把握モデル事業に選定され、太宰府市民遺産を通じたまちづくりの実

践として、平成 23 年 (2011)3 月に、太宰府市における文化財のマスタープランである「太宰府

市歴史文化基本構想」を策定し、文化遺産からはじまるまちづくりを実践している。加えて、

平成 20 年度に景観行政団体となり景観計画の策定に着手し、平成 22 年度には景観法に基づい

た条例制定を行い、平成 23 年 4 月より施行している。

　このような中、平成 20(2008) 年 5 月に「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律」（以下、「歴史まちづくり法」）が制定された。歴史まちづくり法は、第１条で「地域に

おけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い

建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」を「歴史的

風致」と定義し、その維持及び向上を図ることとしている。古代より受け継がれてきた本市の
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歴史的風致を維持向上することにより、景観や太宰府市民遺産によるまちづくりが進展するもの

と期待される。

２　計画策定の目的

　太宰府市には、歴史と伝統により築かれてきた建造物とその周辺の市街地があり、その場所で

歴史、伝統を反映した人々の活動が行われている。これらが一体となって、本市を特徴付ける歴

史的風致が形成されている。歴史まちづくり法第５条に基づく歴史的風致維持向上計画としての

本計画を策定し、これらの歴史的風致を維持向上させることは、本市が目指す「歴史とみどり豊

かな文化のまち」を実現することにつながる。

　同時に本市では、文化庁委託事業である「文化財総合的把握モデル事業」（平成 20～ 22年度）

による歴史文化基本構想と、景観法に基づく景観計画を策定した。今回策定する歴史的風致維持

向上計画と合わせ、３つの計画を一体のものとして都市計画行政と文化財行政が共同してまちづ

くりを推進する体制を整え、景観と歴史のまちづくりを進めている。本計画を策定することによ

り太宰府市民遺産の育成のために必要な整備を行い、かつ支援していくとともに、景観まちづく

り計画や歴史文化基本構想と連携し良好な市街地環境の保全創出や歴史的建造物の保存・活用を

図ることで、太宰府市の歴史的風致を維持向上させることを目的とする。

３つの計画による景観・歴史まちづくりの推進イメージ
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３　計画策定の実施体制

 本計画の策定は、建設経済部

都市整備課（現都市整備部都市

計画課）並びに教育委員会文化

財課が計画策定並びに実施組織

として計画の立案や協議調整な

どを行い、文化庁の文化財総合

的把握モデル事業の検討組織と

して設置されている太宰府市民

遺産活用推進計画策定委員会に

対し計画案を提案し、委員会の

意見を本計画に反映させる体制

で進めた。また同委員会の委員

の中から歴史まちづくり法第

11 条第１項に基づく協議会を

組織し、計画実践に際し連絡

調整を行っている。協議会の

構成メンバーについては、歴

史的風致形成建造物の指定に

伴い、その所有者・管理者を

随時加えるものとする。
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【太宰府市民遺産活用推進計画策定委員会　委員構成】

氏名 所属

赤司善彦 九州国立博物館学芸部展示課長

西谷　正（委員長） 九州歴史資料館長

西山徳明 北海道大学観光学高等研究センター教授

宮本雅明 九州大学名誉教授 (～ H22.9.23（逝去））

森　弘子（副委員長） 福岡県文化財保護審議会委員

芦刈　茂 水城・御笠川を愛する会

上田節子 九州国立博物館を愛する会

古川謙太郎 太宰府市商工会青年部

山本温子 ＮＰＯ法人歩かんね太宰府

伊﨑俊秋 福岡県教育庁文化財保護課

小川博之 福岡県建築都市部都市計画課

塩川正一 福岡県企画・地域振興部広域地域振興課

齋藤廣之 太宰府市建設経済部

山田純裕 太宰府市教育委員会教育部

４　計画策定・変更の経緯


